
 

 

第 30 期 決 算 公 告 
2022 年６月 29 日 

 

貸借対照表（2022 年３月 31 日現在） 
   （単位：百万円）  

科 目 金 額 科 目 金 額 

（資 産 の 部）  （負 債 の 部）  

現 金 預 け 金 1,091,533 預 金 1,602,246 

現 金 21,476 当 座 預 金 33,328 

預 け 金 1,070,057 普 通 預 金 1,036,048 

コ ー ル ロ ー ン 1,953 貯 蓄 預 金 6,411 

買 入 金 銭 債 権 0 通 知 預 金 1,775 

有 価 証 券 157,072 定 期 預 金 511,138 

国 債 129,123 定 期 積 金 21 

地 方 債 1,529 そ の 他 の 預 金 13,521 

社 債 18,766 譲 渡 性 預 金 600 

株 式 2,285 コ ー ル マ ネ ー 736,500 

そ の 他 の 証 券 5,367 債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金 129,302 

貸 出 金 1,838,356 借 用 金 545,900 

割 引 手 形 1,682 借 入 金 545,900 

手 形 貸 付 49,360 外 国 為 替 101 

証 書 貸 付 1,708,557 売 渡 外 国 為 替 101 

当 座 貸 越 78,756 そ の 他 負 債 4,225 

外 国 為 替  1,833 未 払 法 人 税 等 187 

外 国 他 店 預 け 1,833 未 払 費 用 960 

買 入 外 国 為 替 0 前 受 収 益 595 

そ の 他 資 産 9,109 従 業 員 預 り 金 143 

前 払 費 用 48 給 付 補 填 備 金 2 

未 収 収 益 1,038 金 融 派 生 商 品 189 

金 融 派 生 商 品 27 リ ー ス 債 務 260 

金 融 商 品 等 差 入 担 保 金 7,000 資 産 除 去 債 務 5 

そ の 他 の 資 産 995 そ の 他 の 負 債 1,879 

有 形 固 定 資 産 16,712 睡 眠 預 金 払 戻 損 失 引 当 金 1,291 

建 物 2,985 再 評価に 係る繰 延税金 負債 1,328 

土 地 12,046 支 払 承 諾 3,731 

リ ー ス 資 産 259 負 債 の 部 合 計 3,025,227 

建 設 仮 勘 定 689 （ 純  資  産  の  部 ）  

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 730 資 本 金 10,000 

無 形 固 定 資 産 1,152 資 本 剰 余 金 57,694 

ソ フ ト ウ ェ ア 901 資 本 準 備 金 10,000 

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 250 そ の 他 資 本 剰 余 金 47,694 

前 払 年 金 費 用 6,213 利 益 剰 余 金 21,427 

繰 延 税 金 資 産 7,053 そ の 他 利 益 剰 余 金 21,427 

支 払 承 諾 見 返 3,731  繰 越 利 益 剰 余 金 21,427 

貸 倒 引 当 金 △19,175 株 主 資 本 合 計 89,121 

  そ の他 有価証 券評 価差 額金 319 

  繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △128 

  土 地 再 評 価 差 額 金 1,007 

  評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 1,198 

  純 資 産 の 部 合 計 90,320 

資 産 の 部 合 計 3,115,547 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 3,115,547 

熊本市中央区水前寺６丁目 29 番 20 号 
株式会社  熊 本 銀 行 
取締役頭取 野 村 俊 巳 



 

 

 

損益計算書 

    （単位：百万円）  
科 目 金 額 

経 常 収 益    24,896  
資 金 運 用 収 益  18,379    

貸 出 金 利 息  16,451    
有 価 証 券 利 息 配 当 金  1,001    
コ ー ル ロ ー ン 利 息  8    
預 け 金 利 息  0    
そ の 他 の 受 入 利 息  918    

役 務 取 引 等 収 益  5,351    
受 入 為 替 手 数 料  1,191    
そ の 他 の 役 務 収 益  4,160    

そ の 他 業 務 収 益  80    
外 国 為 替 売 買 益  34    
国 債 等 債 券 売 却 益  30    
金 融 派 生 商 品 収 益  16    

そ の 他 経 常 収 益  1,085    
貸 倒 引 当 金 戻 入 益  1,033    
償 却 債 権 取 立 益   12    
そ の 他 の 経 常 収 益  39    

経 常 費 用    18,093  
資 金 調 達 費 用  △65    

預 金 利 息  29    
譲 渡 性 預 金 利 息  0    
コ ー ル マ ネ ー 利 息  △165    
債 券 貸 借 取 引 支 払 利 息  11    
金 利 ス ワ ッ プ 支 払 利 息  49     
そ の 他 の 支 払 利 息  8     

役 務 取 引 等 費 用  4,053     
支 払 為 替 手 数 料  584     
そ の 他 の 役 務 費 用  3,469     

そ の 他 業 務 費 用  398     
商 品 有 価 証 券 売 買 損  0     
国 債 等 債 券 売 却 損  385    
国 債 等 債 券 償 還 損  13     

営 業 経 費  13,183     
そ の 他 経 常 費 用  523    

貸 出 金 償 却  0     
株 式 等 売 却 損  100    
株 式 等 償 却  3     
そ の 他 の 経 常 費 用  420    

経 常 利 益    6,803  
特 別 利 益    82  

固 定 資 産 処 分 益  82    

特 別 損 失    58  
固 定 資 産 処 分 損  58    

税 引 前 当 期 純 利 益    6,826  
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税  899    
法 人 税 等 調 整 額  798    
法 人 税 等 合 計    1,698 

 
当 期 純 利 益    5,128 

      

 

           2021年４月１日から 
2022年３月31日まで 



 

 

 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

重要な会計方針 

１．商品有価証券の評価基準及び評価方法 

商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行って

おります。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

有価証券の評価は、その他有価証券については時価法（売却原価は主として移動平均法によ

り算定）、ただし市場価格のない株式等については移動平均法による原価法により行っており

ます。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

建物については、定額法、その他の有形固定資産については、定率法を採用しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  ３年～48 年 

その他  ２年～20 年 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、行内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る「有形固定資産」中のリース資産は、原則

としてリース期間を耐用年数とした定額法により償却しております。なお、残存価額につい

ては、リース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のもの

は零としております。 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」という。）

に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」という。）に係る債権

については、帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る

可能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のう

ち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しております。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債務者

のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積もる

ことができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実施前の約定利子率

で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法（キャッシュ・フロー見

積法）により計上しております。 
上記以外の債権については、景気予測に基づくデフォルト率を正常先10区分、要注意先６

区分、破綻懸念先１区分の計17区分で推計し、主として今後１年間の予想損失額又は今後３

年間の予想損失額を見込んで計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該

部署から独立した資産監査部署が査定結果を監査しております。 

(2) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、必要額を計上しております。また、退職給付債務の算定に

あたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については給付算定式

基準によっております。なお、過去勤務費用及び数理計算上の差異の損益処理方法は次のと

おりであります。 

過去勤務費用：その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（11 年）によ



 

 

る定額法により損益処理 

数理計算上の差異：各事業年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数

（11 年～12 年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生

の翌事業年度から損益処理 

(3) 睡眠預金払戻損失引当金 

睡眠預金払戻損失引当金は、負債計上を中止した預金について、預金者からの払戻請求に

備えるため、将来の払戻請求に応じて発生する損失を見積り、必要と認める額を計上してお

ります。 

７．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における金

融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員

会実務指針第 24 号 2022 年３月 17 日）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有

効性評価の方法については、相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・

貸出金等とヘッジ手段である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングの

うえ特定し評価しております。また、キャッシュ・フローを固定するヘッジについては、ヘ

ッジ対象とヘッジ手段の金利変動要素の相関関係の検証により有効性の評価をしておりま

す。 

(2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業

における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別委員会実務指針第 25 号 2020 年 10 月８日）に規定する繰延ヘッジによっておりま

す。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺す

る目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象であ

る外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確

認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

 ８．連結納税制度の適用 

株式会社ふくおかフィナンシャルグループを連結納税親会社とする連結納税主体の連結

納税子会社として、連結納税制度を適用しております。 

９．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用 

「所得税法等の一部を改正する法律」(2020年法律第８号)において創設されたグループ通

算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われ

た項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年３月31日)第３項の取扱いにより、「税効果

会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日)第44項の

定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づ

いております。 

10. 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続 

投資信託の解約・償還に伴う損益について、期中収益分配金等を含めた投資信託全体で利

益の場合は「有価証券利息配当金」に計上し、損失の場合はその金額を「その他業務費用」

の国債等債券償還損に計上しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

会計方針の変更 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 2020 年３月 31 日。以下「収益認識会

計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に

移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識すること

といたしました。これにより、役務取引等収益のうち、将来返金が見込まれる金額を収益から減

額し、同額をその他の負債として計上しております。 

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的

な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的

影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用し

ております。 

この結果、当事業年度の期首の繰越利益剰余金が 90 百万円減少、その他の負債が 130 百万円

増加、繰延税金資産が 39 百万円増加、１株当たり純資産額が 12 銭減少しております。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年７月４日。以下「時価算定会

計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第８項に従いデリバテ

ィブ取引の時価算定における時価調整手法について、市場で取引されるデリバティブ等から推計

される観察可能なインプットを最大限利用する手法へと見直ししております。当該見直しは時価

算定会計基準等の適用に伴うものであり、時価算定会計基準第 20 項また書きに定める経過措置

に従い、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を当事業

年度の期首の利益剰余金に反映しております。なお、財務諸表に与える影響額は軽微であります。 

上記のほか、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事

項等の注記を行うことといたしました。 

 
重要な会計上の見積り 

会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年

度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。 

 

貸倒引当金 

(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額 

貸倒引当金 19,175 百万円 

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報 

①算出方法 

貸倒引当金の算出方法は、「重要な会計方針」「６．引当金の計上基準」「(1) 貸倒引当金」

に記載しております。 

②主要な仮定 

主要な仮定は、「債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し」及び「デフォルト

率の推計における将来の景気見通し」であります。それぞれの仮定の内容は次のとおりです。 

・債務者区分の判定における貸出先の将来の業績見通し 

各債務者の収益獲得能力を個別に評価し、設定しております。 

・デフォルト率の推計における将来の景気見通し 

デフォルト率は、景気予測と過去の景気推移及び倒産実績をもとに統計的に推計のうえ算

定しており、景気指標にはＧＤＰ成長率を使用しております。 

景気予測にあたっては、将来の景気見通しに基づく２つのシナリオ（ベースシナリオとダ

ウンサイドシナリオ）から１年間の予想ＧＤＰ成長率を算定し、原則半期毎に取締役会で決

定しております。 

当事業年度末における景気見通しは、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた経済活動

に正常化の兆しが見えつつあり景気は緩やかな回復に向かうものの、ウクライナ情勢次第で

は世界的な景気後退に向かう可能性もあると仮定しております。 

③翌事業年度に係る財務諸表に与える影響 

主要な仮定は、景気動向や不動産価格、取引先企業の経営状況の変動、新型コロナウイル

ス感染症拡大の収束時期等の不確実性の影響を受ける可能性があり、当初の見積りに用いた

仮定が変化した場合は、翌事業年度に係る財務諸表における貸倒引当金に重要な影響を与え

る可能性があります。 

 



 

 

注記事項 
（貸借対照表関係）  

１．銀行法及び金融機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく債権は次のとおりであり

ます。なお、債権は、貸借対照表の「有価証券」中の社債(その元本の償還及び利息の支払の

全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が有価証券の私募(金融商

品取引法第２条第３項)によるものに限る。)、貸出金、外国為替、「その他資産」中の未収利

息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに注記されている有価証券

の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)であ

ります。  

破産更生債権及びこれらに準ずる債権額 3,847 百万円 

危険債権額 22,546 百万円 

三月以上延滞債権額 63 百万円 

貸出条件緩和債権額 11,712 百万円 

合計額 38,170 百万円 

破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の

申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権で

あります。  

危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化

し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権で破産更生

債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。  

三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上遅延している

貸出金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権並びに危険債権に該当しないものであります。 

貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、

利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出

金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないも

のであります。  

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

（表示方法の変更） 

「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令」（2020 年１月 24 日 内閣府令第３号）が

2022 年３月 31 日から施行されたことに伴い、銀行法の「リスク管理債権」の区分等を、金融

機能の再生のための緊急措置に関する法律に基づく開示債権の区分等に合わせて表示してお

ります。  
２．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会業種別委員会実務指針第24号 2022年３月17日）に基づき金融取引として処

理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国為替等は、売却又は（再）担保

という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は、1,682百万円であり

ます。 

３．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券 138,014 百万円 

貸出金 745,489 百万円 

担保資産に対応する債務 

預金 1,616 百万円 

債券貸借取引受入担保金 129,302 百万円 

借用金 545,900 百万円 

上記のほか、為替決済等の取引の担保等として、現金預け金 1 百万円、その他の資産 3 百万

円を差し入れております。 

関連会社の借入金等にかかる担保提供資産はありません。 

また、その他の資産には、保証金 397 百万円が含まれております。 

なお、手形の再割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上

の取扱い」（日本公認会計士協会業種別委員会実務指針第 24 号 2022 年３月 17 日）に基づき

金融取引として処理しておりますが、これにより引き渡した商業手形及び買入外国為替等はあ

りません。 

４．当座貸越契約及び貸付金等に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し

出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を

貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、323,708 百



 

 

万円であります。このうち原契約期間が１年以内のもの（又は任意の時期に無条件で取消可能

なもの）が 317,281 百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高

そのものが必ずしも当行の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。こ

れらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当

行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が

付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求す

るほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応

じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております。 

５．土地の再評価に関する法律（1998 年３月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産

の部に計上しております。 

再評価を行った年月日        1998 年３月 31 日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法   

土地の再評価に関する法律施行令（1998 年３月 31 日公布政令第 119 号）第２条第４号に

定める算定方法に基づいて、地価税法に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地

の価額（路線価）に、時点修正等の合理的な調整を行って算出。 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用の土地の当事業年度末における時価の合計

額と当該事業用の土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額       5,381 百万円 

６．有形固定資産の減価償却累計額  13,989 百万円 

７．有形固定資産の圧縮記帳額 2,242 百万円 

８．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第２条第３項）による社債に

対する当行の保証債務の額は 9,529 百万円であります。 

９．関係会社に対する金銭債権総額 137 百万円 

10．関係会社に対する金銭債務総額 725 百万円 

11. 銀行法施行規則第 19 条の２第１項第３号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準） 

9.73％ 

 
（損益計算書関係） 

１.「その他の経常費用」には、保証協会責任共有制度負担金 104 百万円を含んでおります。 

２．関連当事者との取引 

(1) 親会社 

                                 （単位：百万円） 

種類 会社等の名称 
議決権等
の所有（被
所有）割合 

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社 

株式会社ふく
おかフィナン
シャルグルー
プ 

被所有 
直接 100% 

経営管理等 
役員の兼任 

連結納税 725 未払金 725 

(2) 子会社及び関連会社等 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 



 

 

(3) 兄弟会社 

                                 （単位：百万円） 

種類 会社等の名称 

議決権
等の所
有（被
所有）
割合 

関連当事
者との関

係 
取引の内容 取引金額 科目 期末残高 

親会社の 
子会社 

株式会社 
福岡銀行 

― 

金銭貸借
関係 

資金の貸付 △1,028 コールローン 1,953 

コールローン利息 8 未収収益 1 

資金の借入 ― コールマネー 695,000 

コールマネー利息 △161 未払費用 △0 

債券貸借 
関係 

債券貸借取引に伴
う担保金の受入 

26,586 
債券貸借取引
受入担保金 

129,302 

債券貸借取引支払
利息 

11 未払費用 0 

債券の品貸料 131 未収収益 7 

株式会社 
十八親和銀行 

― 
金銭貸借

関係 

資金の借入 39,000 コールマネー 39,000 

コールマネー利息 △3 未払費用 △0 

株式会社 
みんなの銀行 

― 
金銭貸借

関係 

資金の借入 △1,000 コールマネー 2,500 

コールマネー利息 △0 未払費用 △0 

ふくぎん保証
株式会社 

― 
保証委託 

関係 

当行の住宅ローン
債権等に関する被

保証 
419,828 ― ― 

保証料の支払 714 ― ― 

（注）上記取引は、一般の取引と同様の条件で行っております。 

 

(4) 役員 

関連当事者との取引について記載すべき重要な情報はありません。 

 

（金融商品関係） 

１．金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

    当行は、銀行業務を中心に様々な金融サービスを提供しております。これらの事業におい

て、資金運用手段はお客様への貸出金を主として、その他コールローン及び債券を中心とし

た有価証券等であります。また、資金調達手段はお客様からお預かりする預金を主として、

その他コールマネー、借用金、社債等であります。このように、主として金利変動を伴う金

融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないように、当行

では、資産及び負債の総合的管理（ＡＬＭ）をしております。その一環として、デリバティ

ブ取引も行っております。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク 

当行が保有する金融商品の内容及びそのリスクは、主として以下のとおりであります。 

 

（貸出金） 

主に国内の法人及び個人のお客様に対する貸出金であり、貸出先の財務状況の悪化等に

より、資産の価値が減少ないし消失し損失を被る信用リスク及び金利が変動することによ

り利益が減少するないし損失を被る金利リスクに晒されております。 

 

（有価証券） 

主に株式及び債券であり、発行体の信用リスク、金利リスク、市場の価値が変動し損失

を被る価格変動リスク及び一定の環境の下で売却が困難になるなどの流動性リスク（市場

流動性リスク）に晒されております。金利リスクのうち、一部は金利スワップ取引を行う



 

 

ことにより当該リスクを軽減しております。外貨建債券については、上記リスクのほか、

為替の変動により損失を被る為替変動リスクに晒されておりますが、通貨スワップ取引等

を行うことにより当該リスクを軽減しております。 

 

（預金及び譲渡性預金） 

主に法人及び個人のお客様からお預かりする当座預金、普通預金等の要求払預金、自

由金利定期等の定期性預金及び譲渡性預金であり、予期せぬ資金の流出により、必要な

資金確保が困難になる等の流動性リスク（資金繰りリスク）に晒されております。 

 

（デリバティブ取引） 

デリバティブ取引はお客様に対するヘッジ手段等の提供や、当行の資産及び負債の総

合的管理(ＡＬＭ) 等を目的に行っており、市場リスク（金利リスク、価格変動リスク、

為替変動リスク）、信用リスク及び流動性リスク（市場流動性リスク）に晒されておりま

す。 

また、ＡＬＭの一環として、金利リスク及び為替変動リスクを回避する目的で行ってい

るデリバティブ取引の一部にはヘッジ会計を適用しておりますが、当該ヘッジ会計に関す

るヘッジ手段、ヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジの有効性の評価方法等につきましては、

「重要な会計方針７．ヘッジ会計の方法」に記載のとおりであります。 

 

(3) 金融商品に係るリスク管理体制 

① 信用リスクの管理 

信用リスクは当行が保有する主要なリスクであり、資産の健全性を維持しつつ適正な

収益をあげるうえで、適切な信用リスク管理を行うことは銀行経営における最も重要な

課題の一つとなっております。 

当行の取締役会は、信用リスク管理の基本方針を定めた「信用リスク管理方針」及び

基本方針に基づき与信業務を適切に運営するための基本的な考え方や判断・行動の基準

を明記した「与信の基本方針（クレジット・ポリシー）」を制定し、信用リスクを適切に

管理しております。また、債務者の実態把握、債務者に対する経営相談・経営指導及び

経営改善に向けた取組みへの支援を行っております。加えて、個別債務者やポートフォ

リオ等の信用リスク量を算定し、一般貸倒引当金の検証、自己資本との比較、信用リス

ク管理手法への活用等を行い、信用リスクを合理的かつ定量的に把握しております。 

信用リスク管理にかかる組織は、信用リスク管理部門及び内部監査部門で明確に分離

しております。さらに信用リスク管理部門には、審査部門、与信管理部門、問題債権管

理部門を設置しており、信用リスク管理の実効性を確保しております。与信管理部門は、

信用リスクに関するアクションプランを定めた「リスク管理プログラム」に則り、信用

リスク管理態勢の整備・確立に努めております。内部監査部門は、信用リスクの管理状

況の適切性を監査しております。 

また、与信管理部門は、信用リスク及び信用リスク管理の状況について定期的に又は

必要に応じて適時・適切に取締役会やＡＬＭ委員会等へ報告しております。 

有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブ取引のカウンターパーティーリスク

に関しては、信用リスク管理部門において、信用情報や時価の把握を定期的に行うこと

で管理を行っております。 

 

② 市場リスクの管理 

当行の収益の中で、金利リスク等の市場リスクにかかる収益は、信用リスクのそれと

ともに大きな収益源の一つですが、そのリスク・テイクの内容次第では、市場リスク・

ファクターの変動によって収益力や財務内容の健全性に重大な影響を及ぼすことになり

ます。 

当行の取締役会は、市場リスク管理の基本方針を定めた「市場リスク管理方針」及び

具体的管理方法を定めた管理規則を制定し、市場リスクを適切に管理しております。 

当行では、ＡＬＭ委員会においてマーケット環境の変化に対する機動的かつ具体的な

対応策を協議し、対応方針を決定しております。リスク限度枠等については、株式会社

ふくおかフィナンシャルグループから配賦されたリスク資本額やその他市場リスク管理



 

 

に必要な限度枠を常務会等で設定し、半期に一度、見直しを行っております。 

市場リスク管理にかかる組織は、市場取引部門（フロント・オフィス）、市場リスク管

理部門（ミドル・オフィス）、市場事務管理部門（バック・オフィス）及び内部監査部門

で明確に分離しており、相互牽制機能が発揮できる組織体制としております。市場リス

ク管理部門は、市場リスクに関するアクションプランを定めた「リスク管理プログラム」

に則り、市場リスク管理態勢の整備・確立に努めております。内部監査部門は、市場リ

スクの管理状況の適切性を監査しております。 

また、市場リスク管理部門は、市場リスク及び市場リスク管理の状況について定期的

に又は必要に応じて適時・適切に取締役会やＡＬＭ委員会等へ報告しております。 

 

＜市場リスクに係る定量的情報＞ 

（ア）トレーディング目的の金融商品 

当行では、「商品有価証券」、「デリバティブ取引」のうち金利関連取引、通貨関連取引

及び債券関連取引の一部をトレーディング目的で保有しております。 

これらの金融商品はお客様との取引及びその反対取引がほとんどであり、リスクは僅

少であります。 

（イ）トレーディング目的以外の金融商品 

（ⅰ）金利リスク 

当行において、主要なリスク変数である金利の変動の影響を受ける主たる金融商品は、

「貸出金」、「有価証券」のうち債券、「預金」、「借用金」、「デリバティブ取引」のうち金

利関連取引であります。 

当行では、これらの金融資産及び金融負債について、ヒストリカル・シミュレーショ

ン法（保有期間 60 日、信頼区間 99%、観測期間 1,250 日）によってＶａＲを算定してお

り、金利の変動リスク管理にあたっての定量的分析に利用しております。 

2022 年３月 31 日現在で当行の金利リスク量（損失額の推計値）は、1,743 百万円であ

ります。 

当行では、モデルが算出するＶａＲと、ＶａＲ計測時のポートフォリオに基づく仮想

の損益とを比較するバックテスティングを実施しております。2021 年度に関して実施し

たバックテスティングの結果、損失がＶａＲを超過した実績はなく、使用する計測モデ

ルは十分な精度により金利リスクを捕捉しているものと考えております。 

なお、金融負債の「預金」のうち満期のない「流動性預金」については、内部モデル

によりその長期滞留性を考慮して適切に推計した期日を用いて、ＶａＲを算定しており

ます。 

但し、ＶａＲは過去の相場変動をベースに、統計的に算出した一定の発生確率での金

利リスク量を計測しているため、過去の相場変動で観測できなかった金利変動が発生し

た場合は、リスクを捕捉できない可能性があります。 

（ⅱ）価格変動リスク 

当行において、主要なリスク変数である株価の変動の影響を受ける主たる金融商品は、

「有価証券」のうち上場株式及び投資信託であります。 

当行では、これらの金融資産について、ヒストリカル・シミュレーション法（上場株

式は保有期間 120 日、信頼区間 99%、観測期間 1,250 日、投資信託は保有期間 60 日、信

頼区間 99%、観測期間 1,250 日）によってＶａＲを算定しており、価格変動リスクの管理

にあたっての定量的分析に利用しております。 

2022 年３月 31 日現在で当行の価格変動リスク量は、2,287 百万円であります。 

当行では、モデルが算出するＶａＲと、ＶａＲ計測時のポートフォリオに基づく仮想

の損益とを比較するバックテスティングを実施しております。2021 年度に関して実施し

たバックテスティングの結果、損失がＶａＲを超過した実績はなく、使用する計測モデ

ルは十分な精度により価格変動リスクを捕捉しているものと考えております。 

但し、ＶａＲは過去の相場変動をベースに、統計的に算出した一定の発生確率での価

格変動リスク量を計測しているため、過去の相場変動で観測できなかった価格変動が発

生した場合は、リスクを捕捉できない可能性があります。 

（ⅲ）為替変動リスク 



 

 

当行において、リスク変数である為替の変動の影響を受ける主たる金融商品は、「貸出

金」のうち外貨建貸付金、「預金」のうち外貨建預金、「デリバティブ取引」のうち通貨

関連取引であります。 

当行では、当該金融資産と金融負債相殺後の純額をコントロールすることによって為

替リスクを回避しており、リスクは僅少であります。 

 

③ 流動性リスクの管理 

当行では、流動性リスクの軽視が経営破綻や、ひいては金融機関全体の連鎖的破綻（シ

ステミック・リスク）の顕在化につながりかねないため、流動性リスクの管理には万全

を期す必要があると考えております。 

当行の取締役会は、流動性リスク管理の基本方針を定めた「流動性リスク管理方針」、

具体的管理方法を定めた管理規則及び流動性危機時の対応方針を定めた規則を制定し、

流動性リスクを適切に管理しております。 

当行では、ＡＬＭ委員会においてマーケット環境の変化に対する機動的かつ具体的な

対応策を協議し、対応方針を決定しております。リスク限度枠等については、資金繰り

リミットや担保差入限度額等を常務会等で設定し、半期に一度、見直しを行っておりま

す。 

当行の資金繰りの状況について、状況に応じた管理区分（平常時・懸念時・危機時等）

及び状況に応じた対応方針を定め、資金繰り管理部門が月次で管理区分を判断し、ＡＬ

Ｍ委員会で必要に応じて対応方針を協議する体制としております。 

流動性リスク管理にかかる組織は、日々の資金繰りの管理・運営を行う資金繰り管理

部門、日々の資金繰りの管理・運営等の適切性のモニタリング等を行う流動性リスク管

理部門及び内部監査部門で明確に分離しており、相互牽制機能が発揮できる組織体制と

しております。流動性リスク管理部門は、流動性リスクに関するアクションプランを定

めた「リスク管理プログラム」に則り、流動性リスク管理態勢の整備・確立に努めてお

ります。内部監査部門は、流動性リスクの管理状況の適切性を監査しております。 

また、流動性リスク管理部門は、流動性リスク及び流動性リスク管理の状況について

定期的に又は必要に応じて適時・適切に取締役会やＡＬＭ委員会等へ報告しております。 

 

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条

件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 

  



 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2022 年３月 31 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりでありま

す。なお、市場価格のない株式等及び組合出資金は、次表には含めておりません（（注１）参照）。

また、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似する科目及び「貸借対照表計上額」の重要

性が乏しい科目については、注記を省略しております。 
    （単位：百万円） 

  
貸借対照表
計上額 時  価 差  額 

 

 (1) 有価証券    

  その他有価証券 155,852 155,852 ― 

 (2) 貸出金 1,838,356   

   貸倒引当金（＊1） △19,162   

   1,819,194 1,836,353 17,159 

 資  産  計 1,975,047 1,992,206 17,159 

 (1) 預金 1,602,246 1,602,255 9 

 (2) 譲渡性預金 600 599 △0 

 (3) 借用金 545,900 543,540 △2,359 

 負  債  計 2,148,746 2,146,396 △2,349 

 デリバティブ取引（＊2）    

  ヘッジ会計が適用されていないもの 21 21 ― 

  ヘッジ会計が適用されているもの（＊3） (190) (190) ― 

 デリバティブ取引計 (169) (169) ― 

（＊１）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。 

（＊２）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。 

デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で 

正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。 

（＊３）ヘッジ対象である貸出金・有価証券等の金融資産・負債のキャッシュ・フローの固 

定化、相場変動の相殺又は為替変動リスクの減殺を行うためにヘッジ手段として指定 

した金利スワップ・通貨スワップ等であり、繰延ヘッジ・特例処理・振当処理を適用 

しております。 

なお、これらのヘッジ関係に、「LIBOR を参照する金融商品に関するヘッジ会計の取 

扱い」（実務対応報告第 40 号 2022 年３月 17 日）を適用しております。 

 

（注１）市場価格のない株式等及び組合出資金の貸借対照表計上額は次のとおりであり、金融商品

の時価情報の「その他有価証券」には含まれておりません。 
(単位：百万円) 

        区  分 貸借対照表計上額 

 非上場株式(＊1)(＊2) 651 

 組合出資金(＊3) 567 

 （＊１） 非上場株式については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基

準適用指針第19号 2020年３月31日）第５項に基づき、時価開示の対象とはしておりませ

ん。 

（＊２） 当事業年度において、非上場株式について３百万円減損処理を行っております。 

（＊３） 組合出資金については、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第31号 2019年７月４日）第27項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。 

 

 

 

 

 

 



 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。 

 

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当

該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：観察可能な時価に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算定

に係るインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価 

 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットが

それぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しており

ます。 

(1) 時価で貸借対照表に計上している金融商品  

 (単位：百万円) 

区分 
時価 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

有価証券     

その他有価証券     

国債 129,123 ― ― 129,123 

地方債 ― 1,529 ― 1,529 

社債 ― 9,201 9,564 18,766 

株式 1,633 ― ― 1,633  

外国債券 ― ― ― ― 

その他 ― ― ― ― 

資産計 130,757 10,731 9,564 151,052 

デリバティブ取引     

金利関連 ― △169 ― △169 

通貨関連 ― △0 ― △0 

株式関連 ― ― ― ― 

債券関連 ― ― ― ― 

商品関連 ― ― ― ― 

クレジット・デリバティブ ― ― ― ― 

デリバティブ取引計 ― △169 ― △169 

（＊）「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日)第26

項に定める経過措置を適用した投資信託については、上記表には含めておりません。貸借対照表

における当該投資信託の金額は4,799百万円であります。 

   



 

 

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 
 (単位：百万円) 

区分 
時価 

 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

貸出金 ― ― 1,836,353 1,836,353 

資産計 ― ― 1,836,353 1,836,353 

預金 ― 1,602,255 ― 1,602,255 

譲渡性預金 ― 599 ― 599 

借用金 ― 543,540 ― 543,540 

負債計 ― 2,146,396 ― 2,146,396 

 

（注１）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 

資産 

有価証券 

有価証券については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル１の時価

に分類しております。主に株式、国債がこれに含まれます。公表された相場価格を用いていたとし

ても市場が活発でない場合にはレベル２の時価に分類しております。主に地方債、社債がこれに含

まれます。 

 相場価格が利用できない場合には、個々の取引から発生する将来キャッシュ・フローを見積もり、

市場金利に、内部格付に準じた債務者区分ごとの予想損失率に基づく信用リスク要因等を上乗せし

た利率で割り引いた現在価値を時価としており、レベル３の時価に分類しております。 

 

貸出金 

貸出金については、主として、個々の取引から発生する将来キャッシュ・フローを見積もり、市

場金利に、内部格付に準じた貸出金の種類及び債務者区分ごとの予想損失率に基づく信用リスク要

因等を上乗せした利率で割り引いた現在価値を時価としており、レベル３の時価に分類しておりま

す。将来キャッシュ・フローの見積もりは、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映するた

め、次回の金利期日を満期日とみなしております。 

また、破綻先、実質破綻先及び破綻懸念先に対する債権等については、見積将来キャッシュ・フ

ローの現在価値又は担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、

時価は決算日における貸借対照表上の債権等計上額から貸倒引当金計上額を控除した金額に近似

していることから、当該価額を時価としており、レベル３の時価に分類しております。 

貸出金のうち、当該貸出を担保資産の範囲内に限るなどの特性により、返済期限を設けていない

ものについては、返済見込み期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額に近似しているものと想定

されるため、帳簿価額を時価としており、レベル３の時価に分類しております。 

 

負債 

預金及び譲渡性預金 

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。

また、定期預金は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを見積もり、新規に預

金を受け入れる際に使用する利率で割り引いた現在価値を時価としており、レベル２の時価に分類

しております。 

  
借用金 

借用金については、個々の取引から発生する将来キャッシュ・フローを見積もり、市場金利に市

場価格のある社債等から推定される当行の信用リスク要因等を上乗せした利率で割り引いた現在

価値を時価としております。これらについては、時価に対して観察できないインプットの影響額が

重要な場合にはレベル３の時価、そうでない場合にはレベル２の時価に分類しております。将来キ

ャッシュ・フローの見積もりは、変動金利によるものは短期間で市場金利を反映するため、次回の

金利期日を満期日とみなしております。 

 

 

 

 



 

 

デリバティブ取引 

デリバティブ取引については、活発な市場における無調整の相場価格を利用できるものはレベル

１の時価に分類しており、主に債券先物取引や金利先物取引がこれに含まれます。 

ただし、大部分のデリバティブ取引は店頭取引であり、公表された相場価格が存在しないため、

取引の種類や満期までの期間に応じて割引現在価値法やオプション価格計算モデル等により算出

した価額をもって時価としております。それらの評価技法で用いている主なインプットは、市場金

利や為替レート、ボラティリティ等であります。また、取引相手の信用リスク及び当行自身の信用

リスクに基づく価格調整を行っております。 

店頭取引のうち、観察できないインプットを用いていない又はその影響が重要でない場合はレベ

ル２の時価に分類しております。また、重要な観察できないインプットを用いている場合はレベル

３の時価に分類しております。 

  

（注２）時価で貸借対照表に計上している金融商品のうちレベル３の時価に関する情報 

(1) 重要な観察できないインプットに関する定量的情報（2022年３月31日） 

区分  評価技法  
重要な観察できない

インプット 
インプットの範囲 

インプットの 
加重平均  

有価証券       

その他有価証券       

社債       

私募債 
割引現在

価値法 

倒産確率 0.05％ ― 1.66％ 0.26％ 

倒産時の損失率 20.00％ ― 100.00％ 63.29％ 

 

(2) 期首残高から期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益（2022年３月31日） 

（単位：百万円） 

 期首残高 

当期の損益又は 
評価・換算差額

等 
購入、売却、

発行及び 
決済の純額 

レベル３
の時価へ
の振替 

レベル３
の時価か
らの振替 

期末残高 

当期の損益
に計上した
額のうち貸
借対照表日
において保
有する金融
資産及び金
融負債の評

価損益 

損益に 
計上 
(＊) 

その他
有価証
券評価
差額金 

有価証券         

その他 
有価証券 

        

社債 8,100 0 △12 1,476 ― ― 9,564 ― 

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― 

（＊）主に損益計算書の「その他業務収益」及び「その他業務費用」に含まれております。 

 

(3) 時価の評価プロセスの説明 

当行では、リスク管理部門（ミドル・オフィス）及び市場事務管理部門（バック・オフィス）

において時価の算定に関する方針及び手続を定めており、これに沿って各部門が時価を算定

しております。算定された時価は、各部門において、時価の算定に用いられた評価技法及び

インプットの妥当性並びに時価のレベルの分類の適切性を検証しております。 

時価の算定に当たっては、個々の資産の性質、特性及びリスクを最も適切に反映できる評価

モデルを用いております。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、

利用されている評価技法及びインプットの確認や価格の時系列推移の分析、当行で算出した

推定値との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しております。 

  



 

 

(4) 重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明 

倒産確率 

倒産確率は、倒産事象が発生する可能性を示す推定値であります。倒産確率の大幅な上昇（低

下）は、時価の著しい低下（上昇）を生じさせます。 

 

倒産時の損失率 

倒産時の損失率は、倒産時において発生すると見込まれる損失の、債券の残高合計に占める

割合を示す推定値です。倒産時の損失率の大幅な上昇（低下）は、時価の著しい低下（上昇）

を生じさせます。 

 

（有価証券関係） 

貸借対照表の「国債」「地方債」「社債」「株式」「その他の証券」が含まれております。 

 

１．売買目的有価証券（2022 年３月 31 日現在） 

  該当事項はありません。 

 

２．満期保有目的の債券（2022 年３月 31 日現在） 

  該当事項はありません。 

 

３．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（2022 年３月 31 日現在） 

子会社・子法人等株式及び関連法人等株式（貸借対照表計上額 関連法人等株式 50 百万円）

は、全て市場価格のない株式等であることから、記載しておりません。 

 

４．その他有価証券（2022 年３月 31 日現在） 

 

 
 種類 貸借対照表計上額 

（百万円） 
取得原価 

（百万円） 
差額 

（百万円）  

 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の 

株式 953 140 812 

 債券 81,034 79,990 1,043 

 国債 63,680 62,776 904 

 地方債 685 678 6 

 社債 16,668 16,535 132 

 その他 1,083 1,031 51 

 小計 83,071 81,162 1,908 

 

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの 

株式 680 811 △131 

 債券 68,384 69,569 △1,184 

 国債 65,442 66,613 △1,171 

 地方債 844 850 △5 

 社債 2,097 2,105 △7 

 その他 3,716 3,854 △137 

 小計 72,781 74,235 △1,453 

 合計 155,852 155,398 454 

 

５．当事業年度中に売却した満期保有目的の債券（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

  



 

 

６．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 2021 年４月１日 至 2022 年３月 31 日） 

 

  売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

 株式 － － － 

 債券 21,454 30 385 

 国債 21,354 30 385 

 地方債 － － － 

 社債 100 0 － 

 その他 1,033 － 100 

 合計 22,488 30 485 

 

７．減損処理を行った有価証券 

売買目的有価証券以外の有価証券（市場価格のない株式等及び組合出資金を除く）のうち、

当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する

見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とすると

ともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処理」という。）しておりま

す。 

当事業年度における減損処理額は、該当ありません。 

また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準におい

て、有価証券の発行会社の区分毎に以下のとおり定めております。  

 破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落 

 要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落 

 正常先 
時価が取得原価に比べて50％以上下落又は、時価が取
得原価に比べ30％以上50％未満下落したもので市場価
格が一定水準以下で推移等 

なお、破綻先とは、破産、特別清算、手形取引所における取引停止処分等、法的・形式的

に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは、実質的に経営破綻に陥ってい

る発行会社、破綻懸念先とは、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる発行会社で

あります。要注意先とは、今後の管理に注意を要する発行会社であります。正常先とは、上

記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。 

  



 

 

（税効果会計関係） 
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。 

 繰延税金資産   

 貸倒引当金 5,492 百万円 

 税務上の繰越欠損金 926  

 退職給付引当金 732  

 有価証券償却 50  

 減価償却 142  

 繰延ヘッジ損益 56  

 その他 1,316  

 繰延税金資産小計 8,717  

 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △816  

 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △710  

 評価性引当額小計 △1,527  

 繰延税金資産合計 7,190  

 繰延税金負債   

 その他有価証券評価差額金 △135  

 その他 △1  

 繰延税金負債合計 △136  

 繰延税金資産の純額 7,053 百万円 

 

（賃貸等不動産関係） 

賃貸等不動産の総資産に占める割合が僅少であるため、記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報）  

１株当たりの純資産額       123 円 55 銭 

１株当たりの当期純利益金額      ７円   １銭 


